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マンションの居住者も建物も「高齢化」へ 

団塊の世代が、６０歳以上となり、今後高齢化

が、加速的に進んでいきます。すでに日本は、平

均寿命、高齢者数、高齢化のスピードの３点で世

界一の高齢化社会となっています。２０１０年９

月の推定人口は、６５歳以上の人口が２９４４万

人で、全体の２３％を占めています。認知症の高

齢者も増加の傾向です。 

分譲マンションのストック数は、６００万戸弱、

築２０年以上のマンションストックは、２３４万

戸です。老朽化の進行やバリヤフリーの未対応、

耐震性の不足などで建替えを余儀なくされている

マンションが、増えています。しかし、「区分所有

法」の改正や「マンション建替えの円滑化等に関

する法律」が成立していますが、マンション建替

えは、まだまだ多くの問題をかかえ、進んでいま

せん。 

「高齢化対策」の活路は、「元気な高齢者」 

高齢化対し、管理組合は、多岐に渡る「高齢化

対策」を講じねばなりません。ハード面では、共

用廊下や玄関にスロープを付けるバリヤフリー対

策などです。ソフト面では、役員のなり手不足、

認知症老人、独居老人の対策などです。 

これらの問題の解決策として、定年退職後の「元

気な高齢者」をコアにした管理組合があります。

元気な高齢者は、マンションを住民同士の運命共

同体としてとらえ、管理組合活動に社会的意義を

感じます。そして、マンションを「終の棲家」と

し、何よりも自分自身の将来を知り、その備えと

なります。問題解決の能力が高い方も多くいます。

居住者は、元気な高齢者に管理組合を押し付ける

のではなく、感謝し、積極的に交流を持ち、参加

する意識が必要です。そういう関係が、「しっかり

としたコミュニティの形成」に繋がります。 

コミュニティは、まず「あいさつ」から 

あいさつ運動が、とても効果があります。あいさつをしても無視をする人

は、います。その人に対しては、名前を調べて、「○○さん、こんにちわ」と

笑顔であいさつします。実は、見慣れない人にも声を掛ける習慣が、大きな

防犯対策になります。泥棒や押し売りにとても効果があります。また、子供

に安心なマンションとなります。あいさつにより子供が知っている大人がたく

さん増えます。マンション、地域全体で目が行き届き、子供を守っていけま

す。もちろん、あいさつが、マンション全体をアットホームにし、管理組合活

動の合意形成に有効です。 

居住ルールを共通認識し、マナーを守る環境が大事 

平成２０年度の国土交通省の調査でもマンションの居住ルールをまもら

ない居住者が増加しているとあります。多い順から違法駐車、ペットの飼

育、生活音、バルコニーの使用方法、専用部分のリフォーム、共用部分へ

の私物の放置などがあります。この対策として、管理組合から居住ルール

を 共通認識させる「広報」を全戸配布させます。個人名は出さずに、具体

的に書き、改善されない場合は、何度でも配布します。多数の人が共同して

生活しているマンションで、ルールやマナーはとても大切です。ルールやマ

ナーが守られる環境が、しっかりとしたコミュニティの形成となります。 

区分所有者の合意形成がマンション管理に不可欠 

管理組合は、多くの議案を決議し、実行していかねばなりません。もし、

区分所有者の合意形成ができなければ、お金もない、会議もない、建物や

設備も維持できい状態となります。管理組合は、マンションを適正に管理す

るために区分所有者に情報を開示し、合意形成を得られるよう努力せねば

なりません。特に、大規模修繕工事前後には、多くの議案を決議する必要

があります。マンション管理組合サポートセンターが工事のコンサルタントし

ている場合は、「広報」などの合意形成のサポートいたします。しかし、マン

ション管理には、区分所有者への常日頃のコミュニティの形成が大事です。 

コミュニティ形成の方策を教えます 

・「広報」が有効です。理事会の報告を兼ねた新聞形式がお勧めです。 

・「集会所の有効利用」により、コアな居住者の集いの場としましょう。 

・「防災訓練」を実施し、マンション、地域との共生を肌で感じましょう。 

・「夏祭り、餅つきなどのイベント」は、居住者同士の交流を深めます。 

・「ご意見箱の設置」により管理組合への要望などの情報が集まります。 

・「植栽の住民参加」による庭作りが、住民同士の「癒し」となります。 

・「非居住の区分所有者へ年賀状を郵送」も管理組合運営に有効です。 

「あいさつ運動」など積み重ねの「コミュニティ形成」の努力が必要です。 




